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湯浅町特産物流通物販センター（湯浅美味いもん蔵） 

指定管理者募集要項 

 

１．指定管理者の募集 

  湯浅町（以下「町」という。）では、重要伝統的建造物群保存地区（以下

「伝建地区」という。）の玄関口である観光駐車場に隣接する位置に、伝建

地区等を訪れる観光客等を対象とした醤油や金山寺味噌、有田みかんやその

加工品といった町の特産物の販売に加え、観光情報の発信や観光案内等を行

うことで観光客等の利便性向上を目的とした湯浅町特産物流通物販センター

（以下「当施設」という。）を設置している。 

  ついては、当施設の指定管理者として効率的かつ効果的に当施設を運営す

る民間企業、その他の団体（以下「民間団体等」という。）を地方自治法

（昭和22年法律第67条）第244条の２第３項及び湯浅町特産物流通物販セン

ター設置及び管理運営に関する条例（平成30年条例第５号）第４条の規定に

基づき募集する。 

 

２．指定管理者に管理を行わせる公の施設の概要 

  名 称 湯浅町特産物流通物販センター（湯浅美味いもん蔵） 

  所在地 和歌山県有田郡湯浅町大字湯浅2708番地５ 

  構造等 鉄骨造二階建（延床面積 338.1㎡） 

  備品等 別紙参照 

 

３．管理運営業務の方針 

  指定管理にあたり、町の特産物の流通促進、観光客等に対する効果的な観

光情報等を発信し、満足度向上に資する運営を行う。 

 

４．指定管理期間 

  令和９年４月１日～令和14年３月31日までの５年間 

 

５．開館時間等 

  開館時間 10時～17時（１階２階とも） 

  休 館 日 毎週水曜日（ただし、その日が国民の祝日に関する法律に規定

する休日に当たるときは、その翌日）及び12月29日から翌年１

月３日まで 

  留意事項 町の承認を受けた場合に限り、効率的・効果的な運営のため開

館時間、休館日を変更することは可能とする。 
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６．指定管理者の業務 

  指定管理者が行う業務は下記のとおりとし、詳細は湯浅町特産物流通物販

センター指定管理業務仕様書（以下「仕様書」という。）を参照すること。 

  ①特産物の流通物販に関する業務 

  ②観光情報の発信及び観光案内業務 

  ③施設維持管理業務 

   ⅰ）電気・水道設備管理業務 

   ⅱ）消防設備保守管理業務 

   ⅲ）空調設備保守管理業務 

   ⅳ）昇降機保守管理業務 

   ⅴ）その他施設付帯設備の保守管理業務 

   ⅵ）施設管理上必要と考えられる清掃等の衛生管理業務及び警備並びに

防災業務 

  ④自主事業 

 

７．指定管理料等 

  町が指定管理者に支払う指定管理料は０円とする。 

  また、販売収入を含む指定管理者の収入から経費を差し引いた剰余金につ

いては、指定管理者が任意に処分できるものとする。 

 

８．指定管理者と町の責任区分 

  仕様書記載のとおり 

 

９．指定管理者の申請資格 

 ①指定管理期間中、「３．管理運営業務の方針」に基づき、効率的・効果的

に本施設を運営できる民間団体等であること。なお、個人は申請資格を有

しない。 

 ②県内に事務所又は事業所を有する民間団体等であること。 

 ③複数の民間団体等からなる共同体（以下「コンソーシアム」という。）が

申請する場合は、コンソーシアムの名称を設定し、代表となる団体を選定

すること。 

  なお、代表となる団体は上記②に該当していること。 

  また、コンソーシアムの構成員は他のコンソーシアム構成員となり、又は

単独で当該募集に係る申請を行うことはできない。 
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10．欠格事項 

  民間団体等及びコンソーシアムの構成員が下記に掲げる事項のいずれかに

該当するは失格とする。 

  ①地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当す

る者 

  ②地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第11項の規定により地

方公共団体から指定取消しを受け、又は当該処分の日から起算して２年

を経過しない者 

  ③湯浅町建設工事等契約に係る入札参加資格停止等措置の対象となってい

る者 

  ④暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律

第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 

  ⑤暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴

力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者(以下「暴力団の

構成員等」という。)の統制の下にある団体  

⑥商法(明治32年法律第48号)に基づく会社整理の申立て又は通告がなされ

た者及びその開始命令がされている者  

⑦会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事

再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法

(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされた者。た

だし、会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づ

く再生手続開始の申立てがなされている者であっても、更生計画の認可

が決定又は再生計画の認可の決定が確定した者については、当該申立て

がなされていない者とみなす。  

⑧私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)

第３条又は第８条に違反するものとして、公正取引委員会又は関係機関

に認定された日から２年を経過しない者 

⑨国税及び地方税並びに延滞金等を滞納している者  

⑩労働基準法をはじめとする労働関係法令を遵守していない者  

⑪役員(法人の監査役及び監事を含む。)のうちに、次のいずれかに該当す

る者がいる団体  

ア 成年被後見人又は被保佐人  

イ 破産者で復権を得ない者  

ウ 禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行

を受けることがなくなった日から２年を経過しない者  

エ 暴力団の構成員 
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11．業務の再委託 

  指定管理者は、本業務の全部を再委託してはならない。 

  ただし、主たる業務を除き、業務の一部を再委託することができる。再委

託する際には、町の承認を受けなければならない。  

また、一部再委託を行った場合は指定管理者の責任及び費用において行う

ものとし、事後にその実績を報告するものとする。なお、再委託先は、原

則、県内に事務所又は事業所を有するものであるほか、「10．欠格事項」に該

当しないものであること。 

 

12．管理を要する備品等の所有権 

  当施設には、町が所有する別紙記載の備品が備え付けられており、指定管

理者に無償貸与することができる。 

 

13．指定管理までのスケジュール 

項 目 日 程 

公募開始 令和８年７月１日（水） 

質問受付期限 令和８年７月15日（水） 

質問の回答 令和８年７月22日（水） 

申請書類提出期限 令和８年８月21日（金） 

選定委員会 令和８年10月（予定） 

選定結果の通知 選定後速やかに通知します。 

湯浅町議会での議決 令和８年12月（予定） 

指定管理者の指定（告示） 令和８年12月（予定） 

協定書の締結 令和９年１月 

指定管理者による管理開始 令和９年４月１日（木） 

 

14．質問 

  本募集に係る質問事項がある場合は、質問書（任意様式）を提出するこ

と。ただし、口頭による質問は受け付けない。 

（１）受付期限 令和８年７月１日（水）から７月15日（水） 

        ※７月15日の消印有効 

 （２）受付時間 上記期間の平日８時30分から17時15分 

 （３）提出方法 持参、郵送、FAX又はメールにより「20．問い合わせ先」

へ提出すること。なお、持参以外の場合は、受領確認を電

話にて行うこと。 

 （４）回  答 提出された質問に対する回答は、令和８年７月22日（水）

17時までに湯浅町ホームページ内にて公開する。 
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         なお、申請書類の記載内容及び評価基準に関する質問、他

の申請者の申請状況に関する質問、積算に関する質問等

は、公平性の確保及び公正な選考を妨げる恐れがあるため

受け付けない。 

 

 

15．申請書類等の提出 

 （１）申請書類 

   ①公の施設の指定管理者指定申請書（様式第１号） 

   ②湯浅町特産物流通物販センターの管理に関する事業計画書及び湯浅町

特産物流通物販センターの管理に関する業務の収支予算書（令和９年

度から５年間分） 

   ③申請者の概要を記載した書類（設立趣旨、事業内容及び活動状況等、

法人にあっては定款及び前年度の貸借対照表及び損益計算書等その他

当該団体の財務の状況を明らかにする書類（法人においては内容のわ

かる各科目の内訳明細書）、設立時における財産目録、法人以外の団

体にあっては会則等） 

   ④申請者の構成員名簿 

   ⑤その他提案に関する補足書類（任意様式） 

   ⑥その他、町長が必要と認める書類等 

 

（２）提出期限 令和８年７月１日（水）から令和８年８月21日（金）まで 

        ※８月21日の消印有効 

（３）受付時間 上記期間の平日８時30分から17時15分 

        ※年末年始を除く 

（４）提出方法 持参又郵送により「20．問い合わせ先」へ提出すること。

なお、持参以外の場合は、受領確認を電話にて行うこと。 

（５）提出部数 正本 １部、副本 １部 

 

16．申請に際しての注意事項 

 （１）失格事由 

   以下のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

   ①選考委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合 

   ②他の申請者と申請の内容又はその意思について相談を行った場合 

   ③事業者選定終了までの間に、他の申請者に対して申請の内容を意図

的に開示した場合 

   ④申請書類に虚偽の記載をした場合 
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   ⑤募集要項に違反すると認められる場合 

   ⑥その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 

 （２）無効事由 

   提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合は、無効とする。 

    

 （３）著作権・特許権等 

   提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商

標権、その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象と

なっている事業手法、又は維持管理手法等を用いた結果生じた事象に係

る責任は、すべて提出者が負うものとする。 

 （４）複数提案の禁止 

   複数の申請書の提出はできない。 

 （５）提出書類の変更の禁止 

   提出期限後から選定委員会までの間における軽微なものを除く提出書

類の変更、差し替え又は再提出は認めない。 

 （６）返却等 

   提出書類は返却しない。 

 （７）費用負担 

   提出書類の作成、提出等公募参加に要する経費等は、すべて申請者の

負担とする。 

 （８）その他 

   申請者は、申請書の提出をもって、募集要項等の記載内容に同意した

ものとする。 

 

17．指定管理者の選定及び評価方法 

 （１）選定方法 

   湯浅町指定管理候補者選定委員会（以下「選定委員会」という。）が選

定を行う。 

   選定委員会では、提出書類及び参加者によるプレゼンテーション内容

の審査・評価を行い、公平性・透明性の確保に配慮しながら、指定管理

の内容、事業の実施能力等の最も優れた提案をした者（以下「最優秀申

請者」という。）を指定管理候補者（以下「候補者」という。）として選

定する。なお、審査の結果、「指定管理の該当がない」となる場合もあ

る。 

 （２）選定委員会 

   ①実 施 日 令和８年10月（予定） 

   ②実施時間等 別途通知 
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   ③注 意 事 項 審査は、プレゼンテーション20分、質疑10分の計30分

を予定している。ただし、変更となる場合は事前に連

絡する。 

          プレゼンテーション参加人数は、１申請者あたり３名

まで、パソコン、プロジェクター等の機器は使用でき

ない。説明は、申請書等の提出書類に基づき行うこ

と。また、プレゼンテーション参加者は、他の参加者

の提案を傍聴することはできない。 

 （３）選定の基準 

   ①湯浅町特産物流通物販センターの管理運営等に関する事業計画書及

び年度毎の収支予算書等の内容 

   ②その他提案に関する補足書類（任意様式）における下記ⅰからⅳに

ついての具体的な提案の内容 

    ⅰ）湯浅町特産物流通物販センターの効果的・効率的な運営方法 

    ⅱ）特産物の流通物販に関する手法 

    ⅲ）観光情報の発信及び観光案内業務の手法 

    ⅳ）事業計画及び収支計画の実現性、業務遂行能力、実施体制等 

 （４）選定結果の通知及び公表 

   選定結果は、最優秀申請者決定後、速やかに申請者に対し文書にて通

知する。 

 （５）指定管理者の指定 

   町は、候補者との協議が整った後、指定管理者の指定に係る議案を令

和８年第４回湯浅町議会定例会（令和８年12月（予定））に上程し、当該

議案に係る議決を経て、指定管理者の指定を行う。 

   なお、候補者が指定管理者として管理運営を行うことが困難となる事

情が生じた場合は、原則として、町は次点候補者と協議を行い、当該次

点候補者を候補者とする。 

 

18．協定の締結 

  指定管理者は、町と協議した上で協定を締結する。協定書は、指定管理

期間に渡り効力を有する基本協定書とする。 

  協定書に記載する主な事項は、下記のとおり。 

 （１）業務の範囲と実施条件に関する事項 

 （２）業務の実施に関する事項 

 （３）備品等の扱いに関する事項 

 （４）業務実施に係る町の確認事項 

 （５）指定管理料及び利用料金に関する事項 
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 （６）リスク分担、損害賠償及び不可抗力等に関する事項 

 （７）指定管理期間の満了に関する事項 

 （８）指定管理期間満了以前の指定の取消しに関する事項 

 （９）その他 

 

19．業務の適正な実施 

 （１）個人情報保護 

   指定管理業務を行うにあたり、個人情報を取り扱う場合は、その取扱

いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止並びにその他個人情報の

保護に努めること。 

 （２）守秘義務 

   委託業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自

己の利益のために利用してはならない。業務終了後も同様とする。 

 

 （３）損害賠償 

   指定管理業務の実施に伴い、第三者に与えた損害は、町の責めに帰す

べきものを除き、指定管理者の責任において対応すること。 

 

20．問い合わせ先 

 湯浅町ふるさと振興課商工観光係 北村 

 〒643-0004 和歌山県有田郡湯浅町湯浅1982 

 TEL:0737-64-1112 

 FAX:0737-22-6500 

 Mail:kanko@town.yuasa.lg.jp 
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別紙 

備品一覧表 

 

No. 備品名称等 数量 寸法 備考 

１ 商品陳列用平台 ６ W1050×D650×H770  

２ 木製テーブル ２ W1500×D800×H700 屋外設置 

３ 木製長いす ２ W1800×D410×H400 屋外設置 

４ 音響設備 一式  
CDデッキ 

パワーアンプ 
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【参考_内観写真】 
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